
独立行政法人整理合理化計画について

独立行政法人整理合理化計画が平成１９年１２月２４日に閣議決定され
ました。この中で、国立国語研究所については法人形態の見直しが指摘さ
れ、「大学共同利用機関法人に移管する」こととされましたが、移管先及
び移管時期等については未定です。
一部の新聞報道では、国立国語研究所を「廃止する」という記載があり

ました。今回の見直しでは、独立行政法人としての国立国語研究所を廃止
し、組織を大学共同利用機関法人に移管するというものです。
なお、今後の国等での検討の過程で詳細が決まりましたら、改めてご報

告します。


